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株式会社あおぞら銀行 2025年 12月 26日 

 

グリーンローン（調達）フレームワーク  サステナブルファイナンス本部 

担当アナリスト：富田 陽介 

 

格付投資情報センター（R&I）は株式会社あおぞら銀行（以降、あおぞら銀行）の「グリーンロ―ン （調達） フレー

ムワーク」 （2025 年 12 月策定）が、以下の原則に適合していることを確認した。 

 

 

 

 

■資金使途 

事業区分 対象プロジェクト 

再生可能エネルギー 
再生可能エネルギープロジェクト（太陽光発電施設、風力発電施設）の建設、取得、

改修、運営に係る投融資 

グリーンビルディング/

エネルギー効率 

グリーンビルディング認証を取得する建築物、または、省エネ性能を有する建築物の

建設、取得、改修費用に係る投融資 

 

1. 資金調達者の概要 

＜事業者の概要＞ 

 あおぞら銀行は銀行法に基づく普通銀行に該当する。日本の金融当局上の分類としては、いわゆるメガバン

ク、大手信託銀行等と合わせた、「主要行」の分類に含まれる。 

- 1957 年に日本不動産銀行として設立後、主に中小企業向けの長期資金供給を主として、不動産担保

融資に重点を置く長期信用銀行として開業し、日本の高度経済成長に貢献した歴史を有する。 

- 1977 年には、日本債券信用銀行に改名し、海外展開も行いながらプロジェクト・ファイナンス等にも注力

し、1990 年代のバブル崩壊後の金融再生・再編時の一時的な国有化を経て、2001 年に現行名のあお

ぞら銀行として再出発し、現在に至る。 

- 主要行の中でも、財閥系を出自とした銀行とは異なる変遷を経ており、2024 年には、同じく独立系の大

手証券会社である大和証券グループ本社と資本業務提携を結ぶ等、独自性のあるポジショニング戦略

を採っている。 

グリーンローン原則（2025、LMA 等） 

グリーンローンガイドライン（2024、環境省） 
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 あおぞら銀行は、中小企業向けに長期資金を供給してきた金融機関としての成り立ちや、新たな金融技術を

取り入れてきた特性から、主要行の中でも、いわゆる通常のコーポレート貸出だけではなく、専門性の高い、

ストラクチャードファイナンス等の領域に特に強みを有する。 

- 創業時より、金融による新たな価値創造を志向し、現在の経営理念においても「新たな金融の付加価値

を創造し、社会の発展に貢献する」ことを掲げる中、特に、LBO ファイナンスや不動産ファイナンスといっ

た専門性の高い事業領域での案件組成の力を有し、主要プレーヤーの一角を占める。 

 特に、中期経営計画「AOZORA2027」では、国内を中心とした投資銀行ビジネスの成長を掲げており、あお

ぞら銀行グループ内の専門人材やノウハウを集約し、機動的にサービスを提供できる体制を強化する目的

で、投資銀行ユニットを設立している。 

- シンジケートローンの組成などで他金融機関と協業し、各専門部署・関連会社と連携した機動的な対応

やフロントでのワンストップ型の総合営業を強みに、地域金融機関には LBO・環境ファイナンス案件のディ

ストリビューションも強化している。 

- 投資銀行ビジネス、大和証券グループとの提携、GMO あおぞらネット銀行を成長の柱として、中計最終

年度には、2024 年度の粗利益を 40%程度増加させる計画としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の中期計画において、価値創造の源泉たる社内体制も構築、強化している状況にある。 

■経営理念、及び、中期経営計画 「AOZORA2027」  

[出所：あおぞら銀行 新中期経営計画 「AOZORA2027」 
https://www.aozorabank.co.jp/ir/library/plan/pdf/new_mid-erm_plan_aozora2027.pdf] 

GANB: GMOあおぞらネット銀行 
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- 他の主要行が全方位的な領域で、多種多様な職務レベルの人員を大量に保有し、事業を行うのに対

し、あおぞら銀行は、専門性の高い領域に特化した少数精鋭体制を志向している。 

- 組織体制においても、ビジネスグループを 3 つのユニットに再編。投資銀行ユニットに重点的に経営資源

を配分することを計画している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サステナビリティ方針＞ 

 あおぞら銀行は、経営理念として「新たな金

融の付加価値を創造し、社会の発展に貢献

する」ことを掲げ、この理念を実践するうえで、

全役職員が遵守すべき行動規範として「倫

理・行動基準」を定めている。 

 また、これらの規範に基づくサステナビリティ

関連方針として、人権方針・環境方針を軸

に、ビジネス面、事業活動面、社会貢献活動

面での具体的な方針を定めることで、「サステ

ナビリティ推進の基本的な考え方」の実現を

目指している。 

- あおぞら銀行グループにおける「サステ

ナビリティ推進の基本的な考え方」で

は、様々なステークホルダーとの対話を

通じて、現在および未来の課題に創造

力を働かせ、経済的価値と社会的価値

を両立するためのチャレンジを続けるこ

とを掲げている。 

■ビジネスユニットの体制と資本配分  

[出所：あおぞら銀行 新中期経営計画 「AOZORA2027」 
https://www.aozorabank.co.jp/ir/library/plan/pdf/new_mid-erm_plan_aozora2027.pdf] 

[出所：あおぞら銀行 統合報告書 2025 
https://www.aozorabank.co.jp/ir/library/disclosure/] 

■経営理念とサステナビリティ方針 
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 2024 年度には、各種イニシアティブの動向や、サプライチェーンにおける責任明確化の動きなどを踏まえ外

部調達方針を改定し、サプライヤーに対する人権の尊重や環境への配慮といった期待事項を明確化した。 

 社会の潮流・ステークホルダーからの期待・要請および企業経営に対する重要性を踏まえ、機会とリスクの

両面で注力すべき課題を「マテリアリティ」、マテリアリティに基づく経営実践の土台となる項目を「重要な基

盤」と位置付けている。マテリアリティについては、注力するビジネスを通じて社会的価値・経済的価値を生み

出す観点から「経済社会の未来への貢献」、地球規模で対応が求められるグローバル課題として「環境課題

への対応」、グループの持続可能性に不可欠な要素として「人的資本の価値向上」の 3 つを掲げている。 

 あおぞら銀行は、「あおぞら ESG 支援フレームワーク」を掲げ、金融・非金融両面のソリューションを提供する

ことで、顧客の環境・社会・ガバナンス等に係るサステナビリティ課題解決の取り組みも支援している。 

- 金融領域においては、資金使途特定型の再生可能エネルギーのプロジェクト・ファイナンス、グリーンビ

ルディング向けのファイナンス等により、顧客の課題認識や状況にあわせて適切なサステナブルファイ

ナンスの提案をすることが可能な体制を有している。 

- あおぞら銀行は、投資銀行ビジネスの形で、全国の地域金融機関が直接・間接的な形で資金提供者と

して参加する機会を創出することで、あおぞら銀行をハブとした全国のサステナブルファイナンスの投資

機会の拡充に貢献しているものと考えられる。 

 

 

  

■サステナビリティ重点項目とあおぞら銀行 ESG 支援フレームワーク 

[出所：あおぞら銀行 統合報告書 2025 
https://www.aozorabank.co.jp/ir/library/disclosure/] 
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＜資金調達の特徴＞ 

 あおぞら銀行は、その出自や会社としての成り立ちから、間接金融を事業とする銀行として、多様な資金調達

を行ってきている。 

- 日本債券信用銀行では、当時の他の都市銀行の主な調達手段であった預金による資金調達手段に

対し、割引金融債である“ワリシン”を発行し、当時、多くの投資家に購入されていた。 

- 2025 年 3 月時点でのあおぞら銀行の預貸比率 0F

1は、約 82%となっており、一般社団法人全国銀行協

会公表の 2025 年 3 月末時点の都市銀行 5 行の預貸比率約 50%に対し、相対的に貸出資産に対す

る預金額が小さい財務構造となっている。 

 上記を背景に、ローンによる資金調達にも積極的に取り組んでおり、その中には、期限前弁済が可能なコーラ

ブルローン（固定金利・変動金利）1F

2や上下限付き変動金利ローン等のデリバティブ内在型のローンも含まれ

ている。 

- これらのローンは、あおぞら銀行のビジネスモデル上の特性から、柔軟な資金調達を行っていく上で必要

な手段と解される。 

- あおぞら銀行は、案件の組成後に、自行でローンを引き受け、他行にローンをパートアウトする投資銀行ビ

ジネスモデルを志向しており、自行の貸出資産の変動に対し、資金調達額も機動性・柔軟性を持たせる

ことが必要であり、これらのデリバティブ内在型のローンも重要な調達手段と位置付けている。 

 また、上記の調達手段の多様化は、あおぞら銀行が、銀行法に基づく経営の健全性を保つための各種リスク

に対する管理体制の整備義務を果たす上でも必要な措置と解される。 

- リスクを勘案した収益管理体制を確保することは、金融庁の主要行向けの監督指針にも規定されている

事項であり、リスク・リターンに係る適切な運営が主要行に共通して求められている 2F

3。 

 リスク・リターンの確保の枠組みとしても、あおぞら銀行は、リスクアペタイトに係る方針を定め、その

中でもビジネスの成長を支える安定調達基盤を構築することも掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 貸借対照表上の貸出資産を預金で除した数値 
2 借入人に期限前弁済のオプションが内包されたローン。民法第 591 条 2 項にて、「借主は、返還の時期の定めの有無

にかかわらず、いつでも返還をすることができる」旨、定められ、同上 3 項にて「貸主は、借主がその時期の前に返還

をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる」旨、定められているが、本

ローンでは事前に期限前弁済について、貸付人と借入人間で合意し、予め経済条件に反映したローンと解される。 
3 金融庁では、主要行等監督上の評価項目「III －２－２ 収益性の改善」も規定している。 

■あおぞら銀行のリスクアペタイトフレームワークの基本方針 

[出所：あおぞら銀行 ウェブサイト 
https://www.aozorabank.co.jp/corp/governance/riskappetite/] 
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 リスクに対しての適切なリターンの確保の枠組みとして、あおぞら銀行は、リスクアペタイトフレームワ

ーク（RAF）も踏まえたガバナンス体制を構築しており、貸出金利と調達金利との間で適切な金利幅

を維持し、適切な収益水準を確保していくことも同管理の一環として考えられうる。 

 機動的に期限前弁済を行うコーラブルローンや、上下限付きの変動金利の手段を確保することは、

市場環境の変化に対して適応し、経営の健全性を保つ上で、社会通念上、相当な方法と解される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各種金融規制・法令遵守を基盤とした上で用いられるサステナブルファイナンスの各種国際原則の建付け

に鑑みれば、これらの調達手段を、グリーンローンの対象として用いることは、同点において整合的なものと解

される。 

 なお、一般的には、資金の提供者は、環境改善効果を生むグリーンプロジェクトへの貢献を意図して、投融資

を行うものであり、自身が資金提供することが環境上のインパクトを生むことを期待することが前提としてある。 

- 同観点では、あおぞら銀行で、今次策定する本グリーンローン FW で上記手法により資金調達をした場合

においても、ローン期間の長さに関わらず、いかなる場合も環境改善効果の創出に寄与することが前提に

ある。 

- あおぞら銀行では、資金調達をする際に、製品の特長やその環境改善効果への貢献等について、コーラ

ブルローン等のローンにおいても、LMA 等の国際原則で求められる充分な対話を貸付人らと行い、理解

を得ていくこととしている。 

- R&I は、LMA 等の国際原則で求められる借入人の貸付人に対する誠実性について、あおぞら銀行がそ

の責務を果たすことを念頭に本 FW を運用する意思をインタビュー等により確認した。 

  

■あおぞら銀行のリスクアペタイトフレームワークの基本構造 

[出所：あおぞら銀行 統合報告書 2025 
https://www.aozorabank.co.jp/ir/library/disclosure/] 
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2. 調達資金の使途 

調達資金の使途として示された対象プロジェクトは明確な環境改善効果をもたらす。調達資金の使途は適切で

ある。 

(1) 対象プロジェクト 

 調達した資金は、前述の「ESG 支援フレームワーク」で規定される再生可能エネルギーや省エネ性能を満た

す不動産やグリーンビルディングへの投融資のための資金に充当されることとなる。 

- 再生可能エネルギーでは、発電施設の事業検討段階において環境影響評価法や同条例等を遵守する

再生可能エネルギープロジェクト（太陽光発電施設、風力発電施設）の建設、取得、改修、運営に係る

投融資が対象となる。 

- グリーンビルディングや省エネ性能を有する建築物においては、あおぞら銀行が前身である日本不動産

銀行から培ってきた不動産融資から取り組んできたものであり、後述の適格基準を満たすプロジェクトへ

の投融資が対象となる。 

 貸出資産は、SPC による専用口座で管理され、資金使途が固定化される形で組成されるプロジェクト・ファイ

ナンス形態のものが中心となる。 

- 使途は、長期融資の設備資金が中心となり、直接的に環境改善効果を生むものが中心となる。一方、

短期的な役員報酬や納税資金のような環境改善効果と直接的な関連性がない使途は除外される。 

- リファイナンス時の対象となるルックバック期間は、各グリーンローンの調達日から遡って 3 年以内に実行

されたものとしている。 

(2) 環境改善効果 

 再生可能エネルギーは、環境改善効果が見込まれるグリーン適格基準を満たすものである。 

- 太陽光発電、風力発電は、EU タクソノミーや CBI（Climate Bonds Initiative）でもライフサイクルベースの

GHG 排出量が 100gCO2/kWh を下回る発電手法として、既存の化石燃料からの置き換えによる気候変

動緩和に係る環境改善効果が認められる。 

 グリーンビルディングは、環境負荷を最小限に抑えて設計・建設・運営され、エネルギー効率向上、水資源

節約、環境配慮建材の使用、廃棄物削減等が配慮された不動産として、環境改善効果が認められる。 

 省エネ性能の高い不動産は、建物の省エネ性能表示制度である BELS の基準に則ったものであり、エネルギ

ー消費性能・断熱性能に基づいた環境改善効果が認められるものである。 

 上記のいずれも、環境省のグリーンボンドガイドライン(2024 年)の付属書１にて規定される内容に即したもの

となっている。 

＜SDGs への貢献＞ 

 対象プロジェクトは、SDGs の「7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに」、「9.産業と技術革新の基盤をつく

ろう」に該当するものと考えられる。 
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3. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

環境面での目標、規準、プロジェクトの評価・選定のプロセス、環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロ

セスが示されている。評価・選定のプロセスは適切である。 

(1) 環境面での目標 

 対象プロジェクトは、気候変動緩和や環境負荷低減に資するものとして、あおぞら銀行が目標として掲げる環

境ファイナンス実行/組成額の対象に含まれ、本 FW の調達資金は、同目標達成に寄与するものとなる。 

 社会全体の脱炭素化の移行や建屋の環境性能を高めることで、あおぞら銀行のサステナビリティ目標である

2050 年の「投融資ポートフォリオの GHG 排出量(Scope3)実質ゼロ」にも貢献するものと位置付けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs 目標 

 7.2：2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大さ

せる。 

 9.4：2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの

導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の

能力に応じた取組を行う。 

[出所：あおぞら銀行 ウェブサイト 
https://www.aozorabank.co.jp/sustainability/environment/climate_change/#emissions] 

■あおぞらサステナビリティ目標 
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(2) 外部認証 

 グリーンビルディングにおいては、グリーンビルディング/エネルギー効率認証のうち上位 2 種のランクのものを

対象としており、国際的にグリーン適格な水準感のものを対象としている。 

 

プロジェクト内容 外部認証 

グリーンビルディング/

エネルギー効率 

· CASBEE 認証（建築（新築、既存、改修）、不動産、戸建（新築））における S〜A

ランク 

· DBJ Green Building 認証における 5〜4 つ星ランク 

· LEED 認証における Platinum〜Gold ランク 

· BREEAM 認証における Outstanding〜Excellent ランク 

· BELS 認証における 6〜5 つ星ランク 

 

(3) 評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 プロジェクト選定部署にて、グリーンプロジェクトの評価・選定をし、主管部署（法人営業統括部金融法人・地

域法人ソリューショングループ）に報告をする。プロジェクト選定部署には、専門知見を有する環境ファイナン

ス部や不動産ファイナンス部等も含む。 

 プロジェクト選定部署にて、評価・選定されたプロジェクトは、主管部署が更に、適用する環境基準への充足

状況について、各種申請書、環境影響評価書等や認証取得状況がわかる客観的資料等の証跡資料を用

いて、評価・選定する。主管部署にて、グリーンローンによる資金調達の可否について判断を行う。 

- 主管部署で、手元の充当可能なプロジェクトの金額規模を踏まえて資金調達の可否について判断し、

充当先が見込めない場合には、新規グリーンローンの調達を停止する措置をとる。 

- 充当時の判断では、本 FW 外の調達手段（グリーンボンド等）の充当分は除外したものを対象とする。 

 上記の選定・評価プロセスの妥当性確保のため、毎月の運用状況について、プロセス評価部署（法人営業

統括部サステナブルビジネス室）がチェックを行う。 

 

(4) 環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセス 

 あおぞら銀行が調達資金を充当する貸出資産は、プロジェクト・ファイナンスの形式を採ったものが中心であり、

そのプロジェクト実施時の環境・社会に係る各種法令を遵守したものが前提となる。 

 ネガティブ影響については、同リスクを審査する独立した専門部署である環境ファイナンス部等が環境アセス

メント等の評価報告書を作成し、確認する。 

 なお、あおぞら銀行では、グループの環境への取組方針を定めた「あおぞら銀行グループ環境方針」、人権

への取組方針を定めた「あおぞら銀行グループ人権方針」のもと、社会のサステナブルな発展に貢献する投

融資を通じて顧客とともに持続的に成長していくための「環境・社会に配慮した投融資方針」を制定している。 

- 投融資方針にかかるガバナンスとして、個別の与信案件の取上げは、ネガティブな環境・社会への影響

■適用する環境基準 

[出所：あおぞら銀行 グリーンローン（調達）フレームワーク] 
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についても、検証を行ったうえで、クレジットコミッティーまたは投資委員会で決裁することとしている。 

- 同方針でも、重大な環境・社会に対するリスクまたは負の影響を内包するセクター横断的な事業を定め、

環境・社会に対するリスクまたは負の影響を認識した場合、投融資には取り組まない旨、規定している。 

 プロジェクト・ファイナンスにおいては、赤道原則の適用対象となるプロジェクトに対する融資やプロジ

ェクトファイナンスアドバイザリーサービス（業務受託）を検討する際には、同原則の要求事項が遵

守されることを確認することとしている。 

 同原則の適用対象にはならないプロジェクトに対する融資やプロジェクトファイナンスアドバイザリー

サービスを検討する場合においても、同原則で対象とする環境・社会に対する負の影響や発生リ

スクが認識される際には、程度に応じ、環境・社会配慮への取組み状況を確認することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 調達資金の管理 

調達資金をグリーンプロジェクトに充当するための追跡管理の方法、未充当資金の運用方法が示されている。

調達資金の管理は適切である。 

 本 FW により調達した資金は、適格グリーンプロジェクトへの充当状況及び未充当資金の額等についてのモニ

タリングを月 1 回の頻度で実施することとしている。 

 基本的には、充当可能な貸出資産に応じて、グリーンローンの資金調達が行われ、調達と共に、即時充当さ

■あおぞら銀行 「環境・社会に配慮した投融資方針」 

[出所：あおぞら銀行 ウェブサイト
https://www.aozorabank.co.jp/sustainability/policy/pdf/investment_and_loans.pdf] 
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れることとなる。グリーンローンごとに充当完了債務として分類分けされ、主管部署・プロセス評価部署により、

組織的に管理されることとなる。 

 期ズレ等の要因により、未充当資金が生じた場合は、充当されるまで現金又は現金同等物にて運用･管理可

能であることを貸し手からの入金口座等で主管部署が確認し、組織内で追跡可能な管理体制を採る。 

- コーラブルローンの場合は、充当・レポーティングの完了について、担当部署が主管部に確認した上で、

期限前弁済を実行する体制を採る。 

- 上記の資金充当管理は、いずれも社内の事務プロセスに規定されるものであり、社内の内部プロセスによ

って適切に証明されるものとなる。 

 

5. レポーティング 

開示のタイミング、方法、開示事項が示されている。環境改善効果に係る指標は環境面での目標に整合してい

る。レポーティングは適切である。 

(1) 開示の概要 

 レポーティングは、年に 1 回、あおぞら銀行が有する適格貸出資産のポートフォリオの形式で、期中報告書と

して開示される。 

- 再生可能エネルギーは、太陽光発電・風力発電の区分毎のグリーンプロジェクト件数、充当額、環境改

善効果、及び充当額に占めるリファイナンス額を開示する。 

- グリーンビルディング/省エネ性能を有する建築物では、認証取得の種類とランク別の物件数、充当額、 

及び充当額に占めるリファイナンス額を開示する。 

 未充当額がある場合は、充当予定時期と未充当資金の運用方法を開示する。主管部署は、作成した期中

報告書を、レポーティング掲載担当部署に依頼の上、作成基準日から 4 ヶ月以内に、あおぞら銀行のホーム

ページに掲載し公表する。 

 なお、大きな状況の変化があった場合には、速やかに情報を更新し、貸し手に伝えることとしている。 

 

 開示事項 開示タイミング 開示方法 

資
金
充
当
状
況 

 
· 調達資金を充当した事業の区分 

· 各事業区分への充当金額 

· 充当額に占めるリファイナンス額 

· 未充当額の残高及び運用方法 
 

 
基準日（3 月末）から 4 ヶ
月以内 

 
ウェブサイトにて 
開示 
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環
境
改
善
効
果 

 
実務上可能な範囲の以下の内容 
 
【再生可能エネルギー】 
· CO2 の削減量（推計） 

【グリーンビルディング/省エネ 
性能を有する建築物】 

· 取得したグリーンビルディング/エネ
ルギー効率認証の種類 

· 物件数 
 

 
基準日（3 月末）から 4 ヶ
月以内 

 

(2) 環境改善効果に係る指標 

 レポーティング項目は、グリーンローンで調達した資金が適格プロジェクトに全額充当されるまで、年度末（3

月末）から 4 ヶ月以内に、あおぞら銀行が行う年 1 回のレポーティングにて開示される。 

 レポーティングは合理的に推計または実測が可能な定量指標を元に開示される。定量指標の場合は、その

計測の前提条件も合わせてレポーティングに含める。 

- 再生可能エネルギーの CO2 の削減量は、公表資料等に応じて、原則、以下のいずれかの算定式に基づ

いて推計される。 

＜算定式＞ 

CO2 の削減量（推計量）  

＝ 発電出力（kW）× 年間時間（8,760h）× 設備利用率（%）× CO2 排出係数（t-CO2/kWh） 

  × ファイナンス比率※（%） 
※ 発電施設等プロジェクト総額に占めるあおぞら銀行の投融資金割合 

 環境改善効果に係る指標は環境面での目標に整合する。 

        

 以 上
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